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「人権」のはじまりから発展に至る歴史とクラシック音楽との関わり、また「自由と人間

の尊重を求めた人々の想いや願い」が込められた民謡や歌曲について、映像を使って

分かりやすく解説しながら、管弦楽アンサンブルの生演奏も聞いていただく「トーク＆

コンサート」

大学で長年にわたって「人権論」を担当。現在は、人権教育、
人権文化事業など、精力的に幅広い活動に取り組んでいる。

■ アンサンブル・サビーナ
世界的に活躍するイタリアの音楽家アレグリーニ兄弟と、日本の若い
音楽家でつくる「友情のサビーナ・オーケストラ」の中から結成した
アンサンブル。

参加無料 申込不要
手話通訳
要約筆記
あり

駐車場に限りがありますので、公共
交通機関をご利用ください。

２０２５年１２月７日(日)
開場：１３：３０
開演：１４：００

四條畷市市民総合センター 市民ホール

主催：四條畷市/四條畷市人権協会/四條畷地区人権擁護委員会



当日同時開催
●人権なんでも相談

午後1時～午後4時（最終受付午後3時）

悩みや心配事などを相談できます。

●フードドライブ

ご家庭で余っている食品を受け付けます。

※賞味期限が1か月を切っているもの・開封されているもの・生鮮食
品・アルコール飲料は受付できません。

12月4日～12月10日は人権週間です。

1948（昭和23）年12月10日に国連総会で採択された

「世界人権宣言」は、「すべての人間は、生まれながらにし

て自由であり、かつ尊厳と権利について平等である。」と謳

われています。

この「世界人権宣言」が誕生した12月10日は1950（昭

和25）年の国連総会で「人権デー」と定められ、日本では

12月4日からの一週間を「人権週間」として、人権意識の

普及高揚を呼びかけています。

問い合わせ

四條畷市人権・市民相談課
電 話：０７２（８７７）２１２１（代）

０７４３（７１）０３３０（代）
メール：jinken@city.shijonawate.lg.jp
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